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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数のプロセッサおよびシステムメモリを含むコンピュータアーキテクチャ
において、２つ以上の実行スレッド間のロック競合を解決する方法であって、前記コンピ
ュータアーキテクチャは、アプリケーションホスト、永続化プロバイダ、およびインスタ
ンスストアをさらに含み、前記アプリケーションホストは、インスタンスを前記インスタ
ンスストアに永続化し、かつ前記インスタンスストアからのインスタンスにアクセスする
ためのコマンドを発行するように構成された複数の実行スレッドを含み、少なくとも前記
コマンドのサブセットが、実行スレッドが実行中にインスタンスのロックを要求すること
を生じさせ、前記方法は、
　前記永続化プロバイダが、第１のコマンドを、前記アプリケーションホストに含まれる
第１の実行スレッドから受信する動作であって、前記第１のコマンドは、１つまたは複数
の条件を満たす場合に第１のインスタンスに対するロックの取得を要求するように構成さ
れる、受信する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第１のコマンドをコマンドログに記録する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第１のコマンドを前記インスタンスストアにサブミット
する動作と、
　前記永続化プロバイダが、第２のコマンドを、前記アプリケーションホストに含まれる
第２の実行スレッドから受信する動作であって、前記第２のコマンドは、前記第２のコマ
ンドにより処理するために第２のインスタンスを前記第２の実行スレッドに対してロック
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することを要求するように構成される、受信する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第２のコマンドを前記コマンドログに記録する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第２のコマンドを前記インスタンスストアにサブミット
する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第２のコマンドに対するロック応答を、前記インスタン
スストアから受信する動作であって、前記ロック応答は、前記アプリケーションホストが
前記第２のインスタンスに対するロックの保持者であることを示し、前記ロック応答は、
前記第１のコマンドをサブミットした後、かつ前記第１のコマンドが完了する前に受信さ
れる、受信する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記コマンドログを参照し、前記第１のコマンドの現在の解
決が、（ａ）前記第１のコマンドが前記第１のインスタンスに対するロックを取得したか
どうか、ならびに（ｂ）前記第１のインスタンスおよび前記第２のインスタンスが同一の
インスタンスであるかどうかを判定するには、十分な情報を提供していないと判定する動
作であって、前記十分な情報を提供していないことは、前記第２のコマンドが要求したロ
ックが、それ以前に前記第１のコマンドによって取得されたロックであったかどうかを曖
昧にする、判定する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第１のコマンドのさらなる解決に到達するまで、前記第
２のコマンドの処理を中断する動作であって、前記さらなる解決は、少なくとも、前記１
つまたは複数の条件を満たすことに関する追加情報を提供する、中断する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第１のコマンドの解決に関する前記追加情報に基づき、
前記第２のコマンドに関してどのように進めるかを判定する動作と
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記永続化プロバイダが、前記追加情報に基づき、前記第１のコマンドは前記第２のコ
マンドが要求したロックを取得したと判定する動作をさらに含むことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記永続化プロバイダが、前記第１のコマンドをコマンドログに記録する動作は、前記
第１のコマンドを、第１のタイムスタンプと共に前記コマンドログに記録する動作であっ
て、前記第１のタイムスタンプは、前記永続化プロバイダのコマンドクロックにより提供
される、記録する動作を含み、
　前記永続化プロバイダが、前記第２のコマンドを前記コマンドログに記録する動作は、
前記第２のコマンドを第２のタイムスタンプと共に前記コマンドログに記録する動作であ
って、前記第２のタイムスタンプは、前記永続化プロバイダの前記コマンドクロックによ
り提供される、記録する動作を含む
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記永続化プロバイダが、前記追加情報に基づき、前記第１のコマンドは前記第２のコ
マンドが要求したロックを取得したと判定する動作は、前記第１のタイムスタンプおよび
前記第２のタイムスタンプに基づき、前記第１のコマンドを前記第２のコマンドより前に
受信したと判定する動作を含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記永続化プロバイダが、前記第２のコマンドに関してどのように進めるかを判定する
動作は、前記第２のコマンドを失敗とする動作を含むことを特徴とする請求項２に記載の
方法。
【請求項６】
　前記永続化プロバイダが、前記第２のコマンドに関してどのように進めるかを判定する
動作は、前記アプリケーションホストを前記第１のコマンドがロックを取得したインスタ
ンスのコピーに導く動作を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項７】
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　前記永続化プロバイダが、前記第１のコマンドは前記第２のコマンドが要求したロック
を取得したと判定する動作は、
　前記第１のコマンドは前記インスタンスのバージョンに対するロックを取得したと判定
する動作と、
　前記第２のコマンドに対する前記ロック応答は、前記インスタンスの同一のバージョン
に対するロックに対するものであったと判定する動作と
　を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記永続化プロバイダが、前記追加情報に基づき、前記第１のコマンドは前記第２のコ
マンドが要求したロックを取得しなかったと判定する動作をさらに含むことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記永続化プロバイダが、第３のコマンドを、前記アプリケーションホストに含まれる
第３の実行スレッドから受信する動作であって、前記第３のコマンドは、１つまたは複数
の条件を満たす場合に第３のインスタンスに対するロックの取得を要求するように構成さ
れる、受信する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第３のコマンドをコマンドログに記録する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第３のコマンドを前記インスタンスストアにサブミット
する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記コマンドログを参照し、前記第３のコマンドの現在の解
決が、（ａ）前記第３のコマンドが前記第３のインスタンスに対するロックを取得したか
どうか、ならびに（ｂ）前記第３のインスタンスおよび前記第２のインスタンスが同一の
インスタンスであるかどうかを判定するには、十分な情報を提供していないと判定する動
作であって、前記十分な情報を提供していないことは、前記第２のコマンドが要求したロ
ックが、それ以前に前記第３のコマンドによって取得されたロックであったかどうかを曖
昧にする、判定する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第３のコマンドのさらなる解決に到達するまで、前記第
２のコマンドの処理を中断する動作であって、前記さらなる解決は、少なくとも、前記１
つまたは複数の条件を満たすことに関する追加情報を提供する、中断する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第３のコマンドの解決に関する前記追加情報に基づき、
前記第２のコマンドに関してどのように進めるかを判定する動作と
　をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記永続化プロバイダが、第２のコマンドを受信する動作は、前記永続化プロバイダが
、前記第２のコマンドを、前記第１のコマンドを受信した後に受信する動作を含み、
　前記永続化プロバイダが、前記第２のコマンドに対するロック応答を、前記インスタン
スストアから受信する動作は、前記第２のコマンドに対するロック応答を、前記第１のコ
マンドに対応する応答を受信する前に受信する動作を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記永続化プロバイダが、前記コマンドログを参照し、前記第１のコマンドの現在の解
決が、十分な情報を提供していないと判定する動作は、前記第１のコマンド内のエイリア
スがインスタンスに対していまだ解決されていないと判定する動作を含むことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　１つまたは複数のプロセッサおよびシステムメモリを含むコンピュータアーキテクチャ
において、２つ以上の実行スレッド間のロック競合を解決する方法であって、前記コンピ
ュータアーキテクチャは、１つまたは複数のアプリケーションホスト、永続化プロバイダ
、およびインスタンスストアをさらに含み、前記１つまたは複数のアプリケーションホス
トのそれぞれは、インスタンスを前記インスタンスストアに永続化し、かつ前記インスタ



(4) JP 5705871 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

ンスストアからのインスタンスにアクセスするためのコマンドを発行するように構成され
た少なくとも１つの実行スレッドを含み、少なくとも前記コマンドのサブセットが、実行
スレッドが実行中にインスタンスのロックを要求することを生じさせ、前記方法は、
　前記永続化プロバイダが、第１のコマンドを、前記アプリケーションホストに含まれる
第１の実行スレッドから受信する動作であって、前記第１のコマンドは、第１のインスタ
ンスに対するロックの取得を要求するように構成される、受信する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第１のコマンドを前記インスタンスストアにサブミット
する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第１のコマンドに対するロック応答を、前記インスタン
スストアから受信する動作であって、前記ロック応答は、前記アプリケーションホストが
前記第１のインスタンスに対するロックを取得したことを示し、前記第１のインスタンス
に対するロックは、第１のインスタンスバージョンに対するものである、受信する動作と
、
　前記永続化プロバイダが、第２のコマンドを、前記アプリケーションホストに含まれる
第２の実行スレッドから受信する動作であって、前記第２のコマンドは、前記第２のコマ
ンドにより処理するために第２のインスタンスを前記第２の実行スレッドに対してロック
することを要求するように構成され、前記第２のコマンドは前記第１のコマンドより後に
受信される、受信する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第２のコマンドを前記インスタンスストアにサブミット
する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第２のコマンドに対するロック応答を前記インスタンス
ストアから受信する動作であって、前記ロック応答は、前記アプリケーションホストが前
記第２のインスタンスに対するロックを取得したことを示し、前記第２のインスタンスに
対するロックは、第２のインスタンスバージョンに対するものであり、前記第２のコマン
ドに対する前記ロック応答は前記第１のコマンドに対する前記ロック応答より後に受信さ
れ、前記第２のインスタンスバージョンは前記第１のインスタンスバージョンよりも新し
い、受信する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第１のインスタンスおよび前記第２のインスタンスは同
一のインスタンスであると判定する動作と、
　前記永続化プロバイダが、前記第２のコマンドに対する前記ロック応答に対応する前記
第２のインスタンスバージョンは前記第１のコマンドに対する前記ロック応答に対応する
前記第１のインスタンスバージョンより新しいインスタンスバージョンであると判定する
動作と、
　前記第１のコマンドが前記第２のコマンドより前に受信されたとしても、前記第１のコ
マンドが旧インスタンスバージョンに対するロックを保持しているという前記判定に応じ
て、前記永続化プロバイダが、前記第１のコマンドを失敗とする動作と
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記インスタンスストアが前記第１のコマンドに対する前記ロック応答を前記永続化プ
ロバイダに送った後、かつ前記インスタンスストアが前記第２のコマンドを前記永続化プ
ロバイダから受信する前に、前記インスタンスストアが、１つまたは複数の他のコマンド
を、１つまたは複数の他のアプリケーションホストから受信する動作と、
　インスタンスクロックが、前記１つまたは複数の他のコマンドに応答し、バージョン更
新規則に従って、前記インスタンスのバージョンを、前記第１のインスタンスバージョン
から前記第２のインスタンスバージョンへと更新する動作と
　をさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　永続性インスタンスに対するロック競合を解決するコンピュータシステムであって、
　１つまたは複数のプロセッサと、
　システムメモリと、
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　１つまたは複数のアプリケーションホスト、永続化プロバイダ、およびインスタンスス
トアを示すコンピュータ実行可能命令を格納する１つまたは複数のコンピュータ記憶媒体
であって、前記１つまたは複数のアプリケーションホストのそれぞれは、少なくとも１つ
の実行スレッドを含み、
　前記１つまたは複数のアプリケーションのそれぞれは、
　　インスタンスを前記インスタンスストアに永続化し、かつ前記インスタンスストアか
らのインスタンスにアクセスするためのコマンドを送信し、少なくとも前記コマンドのサ
ブセットが、実行スレッドが実行中にインスタンスのロックを要求することを生じさせる
ように構成され、
　前記インスタンスストアは、
　　前記インスタンスストアに格納されたインスタンスに対するロックの取得を要求する
コマンドを、前記永続化プロバイダから受信し、
　　インスタンスクロックを用いて、インスタンスのバージョニングポリシーに従ってイ
ンスタンスのバージョンを保持し、
　　受信したコマンドに応答して、ロックがインスタンスに対していつ取得されたかを、
ロックが取得された前記インスタンスのバージョンを示すことを含めて、前記永続化プロ
バイダに示し、
　　受信したコマンドに対するロックの取得の要求が、すでにロックされているインスタ
ンスにいつ指示されたかを、前記永続化プロバイダに示す
　ように構成され、
　前記永続化プロバイダは、
　　インスタンスに対するロックの取得を要求するように構成されたコマンドを受信する
ことを含め、前記１つまたは複数のアプリケーションホストに含まれる実行スレッドから
前記コマンドを受信し、前記永続化プロバイダは、ロック競合を引き起こす可能性がある
コマンドとロック競合を引き起こす可能性がないコマンドとを区別するように構成され、
　　コマンドを受信した論理時間を判定し、
　　コマンドを受信した論理時間を含むコマンド情報をコマンドログに記録し、前記永続
化プロバイダは、ロック競合を引き起こす可能性があると判定される受信されたコマンド
のコマンド情報のみを記録するようにさらに構成され、
　　受信したコマンドに応答して、ロックがインスタンスに対していつ取得されたかを示
す、前記インスタンスストアからの指示を受信し、
　　受信したコマンドに対するロックの取得の要求が、すでにロックされているインスタ
ンスにいつ指示されたかを示す、前記インスタンスストアからの指示を受信し、
　　前記コマンドログに記録された情報と共に、受信した指示に基づき、アプリケーショ
ンホスト間のロック競合を検出し、
　　前記コマンドログに記録された前記コマンド情報と共に、受信した指示に基づき、ロ
ック競合を解決する
　ように構成される、コンピュータ記憶媒体と
　を備えたことを特徴とするコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分散された永続性インスタンスに対するロックの解決に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータシステムおよび関連技術は、社会の多くの側面に影響を与える。実際、コ
ンピュータシステムの情報処理能力は、我々の生活や仕事の方法を変えてきた。コンピュ
ータシステムの出現以前には手動で行われていた数多くのタスク（例えば、文書処理、ス
ケジューリング、会計等）を、今では一般にコンピュータシステムが行っている。ごく最
近では、コンピュータシステムを互いにまた他の電子機器と連結して有線および無線両方
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のコンピュータネットワークを形成し、そのコンピュータネットワークを介して、コンピ
ュータシステムおよび他の電子機器が電子データを転送することができるようになってい
る。従って、多くのコンピューティングタスクの実施が、多数の異なるコンピュータシス
テムおよび／または多数の異なるコンピューティング環境にわたって分散されている。
【０００３】
　例えばワークフローアプリケーションといった長期運用のアプリケーションには、周期
的にそのワークを永続化することにより、エラー、クラッシュ、または機器の故障後アプ
リケーションを回復させることを可能にすることが多くの場合効果的である。ワークの永
続化により、アプリケーションを一時的にアイドル状態にすること、およびアプリケーシ
ョンにリソースを再割り当てさせることが可能となる。ワークを永続化するために、アプ
リケーションホストは、永続化状態をランタイム状態と連携させ、一貫したチェックポイ
ントが確実に作成されるようにする。例えば、永続化状態は、アプリケーショントランザ
クション、メッセージ通知、ロック、ローカル状態のキャッシュ等と連携する必要があり
得る。
【０００４】
　コンピュータシステムはまた、多くの長期運用のアプリケーションを同時に実行するこ
とを含めて、ワークを複数の計算スレッド、コア、およびプロセッサ間で分割して、実質
的には並列化されている。従って、アプリケーションホストは、綿密なブックキーピング
を用いて、複数の同時実行スレッドが、永続化状態およびランタイム状態と相互作用でき
るようにしなければならない。アプリケーションホストおよび状態永続化システムを、異
なる機器上に配置することができるので、この連携を、更に分散システム内に埋め込むこ
とができる。これにより、アプリケーションホストと状態永続化システムとの間の相互作
用は、たとえアプリケーションホストにおいて実行スレッドに絶対的な順序付けがなされ
ていても、再順序付けされる場合がある。さらに、２つの実行スレッドが同一の状態を参
照しているということを曖昧にしながら、永続化状態を様々なエイリアスによって識別す
ることができる。
【０００５】
　これらの条件（ならびにこれらの条件の他の組み合わせ）が重なり合って、連続システ
ムでは思いもよらない複雑さが生まれる可能性がある。例えば、アプリケーションホスト
は、共有する状態永続化システムにおいて永続化状態に競って修正を適用しようとするい
くつかの同様に機能するプログラムの１つである場合がある。このようなシステムには本
来備わっている競合が存在する場合があり、これらの修正の一部分は競合するかもしれな
い。さらに、これらの複雑さが原因で、また綿密で正しいブックキーピングを用いても、
アプリケーションホストは、それが自らと競合すると判定する可能性がある。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、ロック競合を解決するための方法、システム、およびコンピュータプログラ
ム製品に及ぶ。本発明の実施形態は、インスタンスストアに格納されたインスタンスをロ
ックしようと試みる２つ以上の実行スレッド間のロック競合を解決する方法を含む。ある
実施形態において、永続化プロバイダは、第１のコマンドを、アプリケーションホストに
含まれる第１の実行スレッドから受け取る。第１のコマンドは、１つまたは複数の条件が
満たされる場合に第１のインスタンスに対するロックの取得を要求するように構成される
。永続化プロバイダは、第１のコマンドをコマンドログに記録する。永続化プロバイダは
、第１のコマンドをインスタンスストアにサブミットする。
【０００７】
　永続化プロバイダは、第２のコマンドを、アプリケーションホストに含まれる第２の実
行スレッドから受け取る。第２のコマンドは、第２のコマンドにより処理する第２のイン
スタンスを第２の実行スレッドに対してロックすることを要求するように構成される。永
続化プロバイダは、第２のコマンドをコマンドログに記録する。永続化プロバイダは、第
２のコマンドをインスタンスストアにサブミットする。
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【０００８】
　永続化プロバイダは、第２のコマンドに対するロック応答を、インスタンスストアから
受け取る。ロック応答は、アプリケーションホストが第２のインスタンスに対するロック
の保持者であることを示す。ロック応答を、第１のコマンドをサブミットした後、かつ第
１のコマンドが完了する前に受け取る。
【０００９】
　永続化プロバイダは、コマンドログを参照し、第１のコマンドの現在の解決が、（ａ）
第１のコマンドが第１のインスタンスに対するロックを取得したかどうか、ならびに（ｂ
）第１のインスタンスおよび第２のインスタンスが同一のインスタンスであるかどうかを
判定するには、十分な情報を提供していないと判定する。十分な情報ではないために、第
２のコマンドが要求したロックがそれ以前に第１のコマンドによって取得されたロックで
あったかどうかに関して、曖昧となる。永続化プロバイダは、第１のコマンドのさらなる
解決に到達するまで、第２のコマンドの処理を中断する。第１のコマンドのさらなる解決
により、少なくとも、１つまたは複数の条件が満たされていることに関する追加情報を提
供する。永続化プロバイダは、追加情報に基づき、第１のコマンドは第２のコマンドが要
求したロックを取得したと判定する。永続化プロバイダは、第１のコマンドがそのロック
をすでに取得したという判定に応じて、第２のコマンドを失敗とする。
【００１０】
　他の実施形態においては、永続化プロバイダは、第１のコマンドを、アプリケーション
ホストに含まれる第１の実行スレッドから受け取る。第１のコマンドは、第１のインスタ
ンスに対するロックの取得を要求するように構成される。永続化プロバイダは、第１のコ
マンドをインスタンスストアにサブミットする。永続化プロバイダは、第１のコマンドに
対するロック応答を、インスタンスストアから受け取る。ロック応答は、アプリケーショ
ンホストが、第１のインスタンスに対するロックを取得したことを示す。第１のインスタ
ンスに対するロックは、第１のインスタンスバージョンに対するものである。
【００１１】
　永続化プロバイダは、第２のコマンドを、アプリケーションホストに含まれる第２の実
行スレッドから受け取る。第２のコマンドは、第２のコマンドにより処理する第２のイン
スタンスを第２の実行スレッドに対してロックすることを要求するように構成される。永
続化プロバイダは、第２のコマンドをインスタンスストアにサブミットする。永続化プロ
バイダは、第２のコマンドに対するロック応答を、インスタンスストアから受け取る。ロ
ック応答は、アプリケーションホストが、第２のインスタンスに対するロックを取得した
ことを示す。第２のインスタンスに対するロックは、第２のインスタンスバージョンに対
するものである。
【００１２】
　永続化プロバイダは、第１のインスタンスおよび第２のインスタンスが同一のインスタ
ンスであると判定する。永続化プロバイダは、第２のインスタンスバージョンは、第１の
インスタンスバージョンより新しいインスタンスバージョンであると判定する。永続化プ
ロバイダは、第１のコマンドが旧インスタンスバージョンに対するロックを保持している
という判定に応じて、第１のコマンドを失敗とする。
【００１３】
　本「発明の概要」は、以下の「発明を実施するための形態」でさらに説明する概念から
選択して、簡略化した形式で紹介するものである。本「発明の概要」は、特許請求する主
題の主要な特徴または重要な特徴を特定しようとするものでもなく、特許請求する主題の
範囲を決定する助けとして用いようとするものでもない。
【００１４】
　本発明のさらなる特徴および利点は、以下に続く説明に記載されており、一部はその説
明から明らかであろう、または、本発明を実践することにより理解されよう。本発明の特
徴および利点は、添付請求項において特に指摘した機器およびその組み合わせによって実
現および取得することができる。本発明のこれらおよび他の特徴は、以下の説明および添
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付請求項からより十分に明らかとなろう、または、以下に説明するように本発明を実践す
ることにより理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　本発明の上述および他の利点ならびに特徴を得ることができる方法を説明するために、
簡潔に上述した本発明のより詳しい説明を、添付図面に例示した本発明の具体的な実施形
態を参照して提示する。これらの図面は、本発明の一般的な実施形態のみを示し、従って
、本発明の範囲を制限するものとみなすべきではないという理解のもと、以下の添付図面
を用いて、本発明をさらなる具体性および詳細をもって記述および説明する。
【００１６】
【図１】ロック競合の解決を促進するコンピュータアーキテクチャの例を示す図である。
【図２】ロック競合の解決を促進するコンピュータアーキテクチャの別の例を示す図であ
る。
【図３】ロック競合を解決する方法の例の流れ図である。
【図４】ロック競合を解決する方法の別の例の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、ロック競合を解決する方法、システム、およびコンピュータプログラム製品
に及ぶ。本発明の実施形態は、インスタンスストアに格納されたインスタンスをロックし
ようと試みる２つ以上の実行スレッド間のロック競合を解決する方法を含む。ある実施形
態においては、永続化プロバイダは、第１のコマンドを、アプリケーションホストに含ま
れる第１の実行スレッドから受け取る。第１のコマンドは、１つまたは複数の条件が満た
される場合に第１のインスタンスに対するロックの取得を要求するように構成される。永
続化プロバイダは、第１のコマンドをコマンドログに記録する。永続化プロバイダは、第
１のコマンドをインスタンスストアにサブミットする。
【００１８】
　永続化プロバイダは、第２のコマンドを、アプリケーションホストに含まれる第２の実
行スレッドから受け取る。第２のコマンドは、第２のコマンドにより処理する第２のイン
スタンスが第２の実行スレッドに対してロックされることを要求するように構成される。
永続化プロバイダは、第２のコマンドをコマンドログに記録する。永続化プロバイダは、
第２のコマンドをインスタンスストアにサブミットする。
【００１９】
　永続化プロバイダは、第２のコマンドに対するロック応答を、インスタンスストアから
受け取る。ロック応答は、アプリケーションホストが第２のインスタンスに対するロック
の保持者であることを示す。ロック応答を、第１のコマンドをサブミットした後、かつ第
１のコマンドが完了する前に受け取る。
【００２０】
　永続化プロバイダは、コマンドログを参照し、第１のコマンドの現在の解決が、（ａ）
第１のコマンドが第１のインスタンスに対するロックを取得したかどうか、ならびに（ｂ
）第１のインスタンスおよび第２のインスタンスが同一のインスタンスであるかどうかを
判定するには、十分な情報を提供していないと判定する。十分な情報ではないために、第
２のコマンドが要求したロックがそれ以前に第１のコマンドによって取得されたロックで
あったかどうかに関して、曖昧となる。永続化プロバイダは、第１のコマンドのさらなる
解決に到達するまで、第２のコマンドの処理を中断する。第１のコマンドのさらなる解決
により、少なくとも、１つまたは複数の条件が満たされていることに関する追加情報を提
供する。永続化プロバイダは、追加情報に基づき、第１のコマンドは第２のコマンドが要
求したロックを取得したと判定する。永続化プロバイダは、第１のコマンドがそのロック
をすでに取得したという判定に応じて、第２のコマンドを失敗とする。
【００２１】
　他の実施形態においては、永続化プロバイダは、第１のコマンドを、アプリケーション
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ホストに含まれる第１の実行スレッドから受け取る。第１のコマンドは、第１のインスタ
ンスに対するロックの取得を要求するように構成される。永続化プロバイダは、第１のコ
マンドをインスタンスストアにサブミットする。永続化プロバイダは、第１のコマンドに
対するロック応答を、インスタンスストアから受け取る。ロック応答は、アプリケーショ
ンホストが、第１のインスタンスに対するロックを取得したことを示す。第１のインスタ
ンスに対するロックは、第１のインスタンスバージョンに対するものである。
【００２２】
　永続化プロバイダは、第２のコマンドを、アプリケーションホストに含まれる第２の実
行スレッドから受け取る。第２のコマンドは、第２のコマンドにより処理する第２のイン
スタンスを第２の実行スレッドに対してロックすることを要求するように構成される。永
続化プロバイダは、第２のコマンドをインスタンスストアにサブミットする。永続化プロ
バイダは、第２のコマンドに対するロック応答を、インスタンスストアから受け取る。ロ
ック応答は、アプリケーションホストが、第２のインスタンスに対するロックを取得した
ことを示す。第２のインスタンスに対するロックは、第２のインスタンスバージョンに対
するものである。
【００２３】
　永続化プロバイダは、第１のインスタンスおよび第２のインスタンスが同一のインスタ
ンスであると判定する。永続化プロバイダは、第２のインスタンスバージョンは、第１の
インスタンスバージョンより新しいインスタンスバージョンであると判定する。永続化プ
ロバイダは、第１のコマンドが旧インスタンスバージョンに対するロックを保持している
という判定に応じて、第１のコマンドを失敗とする。
【００２４】
　本発明の実施形態は、例えば、以下でより詳細に論ずるように、１つまたは複数のプロ
セッサおよびシステムメモリなど、コンピュータハードウェアを含む専用もしくは汎用の
コンピュータを備え、または利用することができる。本発明の範囲内にある実施形態はま
た、コンピュータ実行可能命令および／もしくはデータ構造を搬送または格納する物理的
および他のコンピュータ可読媒体を含む。このようなコンピュータ可読媒体は、汎用また
は専用のコンピュータシステムによりアクセス可能な任意の利用可能な媒体とすることが
できる。コンピュータ実行可能命令を格納するコンピュータ可読媒体は、物理的記憶媒体
である。コンピュータ実行可能命令を搬送するコンピュータ可読媒体は、伝送媒体である
。従って、本発明の実施形態は、少なくとも２つの明らかに異なる種類のコンピュータ可
読媒体、すなわちコンピュータ記憶媒体およびコンピュータ伝送媒体を備えることができ
るが、これらは例であって限定するものではない。
【００２５】
　コンピュータ記憶媒体には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他
の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気記憶装置、または、
所望のプログラムコード手段をコンピュータ実行可能命令もしくはデータ構造の形式で記
憶するために使用可能、かつ汎用もしくは専用コンピュータによりアクセス可能な他の任
意の媒体を含む。
【００２６】
　「ネットワーク」を、コンピュータシステムおよび／またはモジュールおよび／または
他の電子装置間の電子データの移送を可能にする１つまたは複数のデータリンクとして、
定義づける。情報が、ネットワークまたは別の通信接続（有線、無線、または有線および
無線の組み合わせのいずれか）を介して、コンピュータに転送または与えられる場合、コ
ンピュータはその接続を適切に伝送媒体とみなす。伝送媒体には、所望のプログラムコー
ド手段をコンピュータ実行可能命令もしくはデータ構造の形式で搬送するために使用可能
、かつ汎用もしくは専用コンピュータによりアクセス可能なネットワークおよび／または
データリンクを含むことができる。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範
囲に含まれるべきである。
【００２７】
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　さらに、コンピュータ実行可能命令またはデータ構造の形式のプログラムコード手段が
、様々なコンピュータシステムのコンポーネントに到達すると、それらを伝送媒体からコ
ンピュータ記憶媒体（またはその逆も同様）に自動的に転送することができる。例えば、
ネットワークまたはデータリンクを介して受け取ったコンピュータ実行可能命令またはデ
ータ構造を、ネットワークインタフェースモジュール（例えば、「ＮＩＣ」）内のＲＡＭ
にバッファリングして、最終的にコンピュータシステムのＲＡＭ、および／またはコンピ
ュータシステムにおける揮発性の低いコンピュータ記憶媒体に転送することができる。従
って、当然のことながら、コンピュータ記憶媒体を、伝送媒体をも利用する（または主と
して利用する）コンピュータシステムのコンポーネントに含むことができる。
【００２８】
　コンピュータ実行可能命令は、例えば、プロセッサにおいて実行される場合、汎用コン
ピュータ、専用コンピュータ、または専用の処理装置に、ある特定の機能もしくは機能群
を実施させる命令およびデータを備える。コンピュータ実行可能命令は、例えば、バイナ
リ、アセンブリ言語といった中間フォーマットの命令、またはソースコードとすることが
できる。本主題を構造的特徴および／または方法論的動作に固有の言語で説明したが、当
然のことながら、添付請求項で定義する主題は、必ずしも、上述の特徴または動作に限る
ものではない。むしろ、上述の特徴および動作は、請求項を実装する形式の例として開示
されるものである。
【００２９】
　本発明を、多くのタイプのコンピュータシステム構成を有するネットワークコンピュー
ティング環境において実践することができることは、当業者には認識されよう。そのコン
ピュータシステム構成には、パーソナルコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ラッ
プトップコンピュータ、メッセージプロセッサ、ハンドヘルド装置、マルチプロセッサシ
ステム、マイクロプロセッサベースまたはプログラム可能な家庭用電化製品、ネットワー
クＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、携帯電話、ＰＤＡ、ページャ
、ルータ、スイッチ等が含まれる。本発明を、ネットワークを介してリンクされた（有線
データリンク、無線データリンク、または有線データリンクおよび無線データリンクの組
み合わせのいずれかによって）ローカルおよびリモートのコンピュータシステムの両方が
タスクを実施する分散システム環境において実践することができる。分散システム環境に
おいて、プログラムモジュールを、ローカルおよびリモートのメモリ記憶装置両方に配置
することができる。
【００３０】
　図１は、ロック競合の解決を促進するコンピュータアーキテクチャ１００の例を示す。
図１を参照すると、コンピュータアーキテクチャ１００は、アプリケーションホスト１０
１、永続化プロバイダ１０３、およびインスタンスストア１０７を含む。図示したコンピ
ュータシステムのそれぞれは、例えば、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、およびインターネットといったネ
ットワークを介して互いに接続されている（または、ネットワークの一部である）。従っ
て、図示したコンピュータシステムのそれぞれ、ならびに他の任意の接続されたシステム
およびそのコンポーネントは、メッセージ関連データを作成し、メッセージ関連データ（
例えば、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃａｌ）データグラム、およびＩＰデータ
グラムを利用する、ＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）、ＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＳＭ
ＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等といった他の
より高層のプロトコル）を、ネットワークを介して交換することができる。
【００３１】
　アプリケーションホスト１０１は、実行スレッド１０２Ａおよび１０２Ｂを含む複数の
実行スレッドを備える。一般に、実行スレッドは、インスタンスストア１０７内のインス
タンスと相互作用するためのコマンド（例えば、永続化コマンド）を発行するように構成
される。アプリケーションホスト１０１は、例えばプログラムまたは管理ツールといった
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エンティティとすることができ、実行スレッドは、インスタンスストア１０７に格納され
たインスタンスを操作するアプリケーションホスト１０１内のモジュールとすることがで
きる。
【００３２】
　アプリケーションホスト１０１内で、実行スレッド１０２Ａ、１０２Ｂ等は、長期運用
のアプリケーションのプログラムシーケンスに対応することができる。しかしながら、実
行スレッドが、オペレーティングシステムにより与えられた計算スレッドに直接対応しな
い場合がある。例えば、連続ポイントからの非同期の実行または再開を支えているアプリ
ケーションホストのランタイムにおいては、実行スレッドの計算スレッドへのバインディ
ングは動的かつ過渡的である場合がある。従って、アプリケーションホストの実行スレッ
ドの一部または全てが、１つまたは複数の計算スレッド上で、同時に実行している場合が
ある。
【００３３】
　実行スレッド１０２Ａおよび１０２Ｂを含むアプリケーションホスト１０１の各実行ス
レッドは、アプリケーションホスト１０１の機能の多くを実施するように構成される。例
えば、実行スレッドは、永続化プロバイダからのインスタンスストアに対するインスタン
スハンドルを要求し、インスタンス永続化コマンドプロセッサにコマンドをサブミットし
、サブミットしたコマンドに応じた永続化したアプリケーションの状態を受け取るよう構
成される。従って、一般にアプリケーションホストによって実施されている機能に言及す
る場合、アプリケーションホストの実行スレッドによって実施される機能を含むことがで
きる。
【００３４】
　インスタンスストア１０７は、例えばインスタンス１０８Ａおよび１０８Ｂといったイ
ンスタンスに、永続性ストレージを提供する。インスタンスストア１０７は、インスタン
スと相互作用するコマンド（例えば、永続化コマンド）を受け取り、処理するように構成
される。インスタンスストア１０７は、永続化コマンドに応じて、アプリケーションの状
態を永続化する、ならびに要求しているエンティティ（例えば、実行スレッド）に永続化
状態を戻すことができる。
【００３５】
　一般に、永続化プロバイダ１０３は、実行スレッドから受け取った永続化コマンドを、
インスタンスストア１０７に適合するコマンドに翻訳するように構成される。例えば、永
続化プロバイダ１０３は、実行スレッド１０２Ａまたは１０２Ｂからの永続化コマンドを
、インスタンスストア１０７に適合する永続化コマンドに翻訳することができる。
【００３６】
　図示したように、永続化プロバイダ１０３は、インスタンス永続化コマンドプロセッサ
１０４、インスタンスストアドライバ１０６、コマンドクロック１０８、およびコマンド
ログ１０９を含む。インスタンス永続化コマンドプロセッサ１０４は、アプリケーション
ホスト１０１とインスタンスストア１０７との間の契約を定義する。そのため、インスタ
ンス永続化コマンドプロセッサ１０４は、アプリケーションホスト１０１がインスタンス
ストア１０７を修正または検査するコマンドを与えることを可能にする、アプリケーショ
ンホスト１０１とインスタンスストア１０７との間のインタフェースである。例えば、Ｓ
ＱＬサーバを用いて実装されたインスタンス永続化コマンドプロセッサ１０４およびイン
スタンスストア１０７の組み合わせは、ＳＱＬ永続化プロバイダと呼ばれる得る。永続化
プロバイダは、インスタンス永続化コマンドプロセッサ１０４によって定義された１組の
許容できる状態修正を用いたホストのコマンドに従って、インスタンスストアの状態を修
正する。
【００３７】
　一般に、コマンドログ１０９は、アプリケーションホストがサブミットしたコマンドで
、コマンドの結果および／または効果がまだアプリケーションホストに表示されていない
コマンドを追跡するように構成される。コマンドログ１０９で追跡されたコマンドは、「
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インフライト」コマンドと呼ぶことができる。
【００３８】
　コマンドクロック１０８は、アプリケーションホストの実行スレッドによるコマンドの
提出および／またはコマンドの結果の受け取りの間で、部分的に因果関係のある順序を作
成するために用いられる、単調に増えていくカウンタである。
【００３９】
　従って、コマンドクロック１０８は、永続化プロバイダ１０３に対して論理時間を保持
するように構成される。必要に応じて、永続化プロバイダ１０３で受け取ったコマンドに
、コマンドクロック１０８による時刻を用いてタイムスタンプを付して、コマンドログ１
０９に記録することができる。そのため、コマンドクロック１０８は、コマンドを受け取
った順序の時間的理解を促進する。インスタンス永続化コマンドプロセッサ１０４は、ロ
ック競合（例えば、アプリケーションホスト１０１の競合する実行スレッド間の）を解決
する場合、この時間的理解を（他の情報と共に）用いることができる。
【００４０】
　コマンドには、一部をコマンドログ１０９に記録するものもあるが、全てを記録するわ
けではないかもしれない。コマンドをコマンドログ１０９に記録するか否かを判定する場
合、永続化プロバイダ１０３は、ロック競合を引き起こす可能性のあるコマンドとロック
競合を引き起こす可能性のないコマンドを見分けることができる。ロック競合を引き起こ
す可能性のあるコマンドは、コマンドログ１０９に記録される。一方、ロック競合を引き
起こす可能性のないコマンドは、記録せずに実行させることができる。
【００４１】
　一部のコマンドには、それが明らかにロックの取得を何ら要求しないタイプのコマンド
であることに起因して、ロック競合を引き起こす可能性がないと判定できるものがある。
例えば、インスタンスへの非連携の読取りアクセスを要求するコマンドは、他のコマンド
と競合する可能性がたとえあったとしても少なく、従って、（これらのコマンドは、ロッ
クの取得を要求しないので）記録せずに実行させることができる。
【００４２】
　一方、ロック競合を引き起こす可能性があると判定されるコマンドは、コマンドログ１
０９に記録することができる。コマンドを受け取った際、インスタンス永続化コマンドプ
ロセッサ１０４は、そのコマンドがすでにロックされているインスタンスに対してロック
の取得を要求するものであるかどうか判定するには十分な情報を有していない場合がある
。例えば、インスタンスは、様々な異なるエイリアスを用いて識別可能であるかもしれな
い。したがって、インスタンスのエイリアスを含むコマンドを受け取ると、そのインスタ
ンスのエイリアスがどのインスタンスを指すのか、簡単にはわからないかもしれない。そ
のため、インスタンス永続化コマンドプロセッサ１０４は、さらなる情報（インスタンス
ハンドルに対するエイリアスの解決）を取得するまで、そのコマンドを、ロック競合を引
き起こす可能性がないコマンドとして分類することはできない。
【００４３】
　コマンドがロックの取得を要求するか否かは、コマンドに関連する様々な条件が満たさ
れているかどうかによることができる。
【００４４】
　永続化プロバイダ１０３の内部および外部（例えば、時刻、日付等）両方の情報を利用
し、関連条件が満たされているかどうかを判定することができる。さらに、永続化プロバ
イダ１０３は、インスタンス永続化コマンドプロセッサ１０４においてコマンドを受け取
る前または受け取った後を含む様々な時点で、異なる関連条件に関する情報を認識するこ
とができる。従って、追加情報が利用可能になると、検出されたロック競合を引き起こす
可能性を取り除くことができる。例えば、水曜日ならばロックの取得を要求するコマンド
を、最初に、コマンドログ１０９に記録することができる。しかし、永続化プロバイダ１
０３は、その日が木曜日であることを認識すると、コマンドをコマンドログ１０９から取
り除くことができる。
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【００４５】
　ある実施形態においては、コマンド自体が、ロックの取得を要求する可能性を示す情報
を含むことができる。そのため、インスタンス永続化コマンドプロセッサ１０４は、その
コマンドがロックの取得を要求している可能性があるかどうかを、コマンドに問い合わせ
ることができる。他の実施形態においては、明らかにロックの取得を要求しないコマンド
のリストを保持する。コマンドを受け取ると、インスタンス永続化コマンドプロセッサ１
０４は、そのリストを参照することができる。
【００４６】
　一般に、インスタンスストアドライバ１０６は、インスタンスストア１０７に適合する
通信に必要な場合、コマンドを分解するように構成される。例えば、アプリケーションホ
ストのコマンドセットが、インスタンスストアのコマンドセットのある特定のコマンドを
欠いている場合がある。しかしながら、インスタンスストアのコマンドセットの２つ以上
のコマンドの組み合わせを用いて、アプリケーションホストのコマンドセットのコマンド
を実現することができるかもしれない。従って、永続化プロバイダ１０３は、受け取った
永続化コマンドがインスタンスストアのコマンドセットに含まれていないことを検出した
場合、インスタンスストアドライバ１０６を参照して、そのコマンドを他の適合するコマ
ンドに分解することができる。
【００４７】
　時々、実行スレッド１０２Ａ、１０２Ｂ等は、永続化プロバイダ１０３にコマンドをサ
ブミットすることができる。必要に応じて、受け取ったコマンドには、コマンドクロック
１０８によってタイムスタンプを付し、コマンドログ１０９に格納することができる。
【００４８】
　図３は、２つ以上の実行スレッド間のロック競合を解決する方法３００の例の流れ図を
示す。方法３００を、コンピュータアーキテクチャ１００のコンポーネントおよびデータ
に関して説明する。
【００４９】
　方法３００は、永続化プロバイダ（例えば、永続化プロバイダ１０３）が第１のコマン
ドをアプリケーションホストに含まれる第１の実行スレッドから受け取る動作であって、
第１のコマンドは、１つまたは複数の条件が満たされる場合に第１のインスタンスに対す
るロックの取得を要求するように構成される動作（動作３０１）を含む。例えば、インス
タンス永続化コマンドプロセッサ１０４が、条件１３３を含むコマンド１１１を実行スレ
ッド１０２Ａから受け取ることができる。コマンド１１１は、条件１３３が満たされる場
合にインスタンス１０８Ａに対するロックの取得を要求するように構成される。条件１３
３は、例えば、「今日が水曜日ならば、ロックをかけよ。」というような条件文を表すこ
とができる。
【００５０】
　方法３００は、永続化プロバイダが第１のコマンドをコマンドログに記録する動作（動
作３０２）を含む。例えば、コマンド１１１を受け取った際、インスタンス永続化コマン
ドプロセッサ１０４が、コマンド１１１がロック競合を引き起こす可能性がないと確信を
持って判定するには十分な情報を有していない場合がある（例えば、インスタンス永続化
コマンドプロセッサ１０４は、今日が水曜日かどうか知らない場合がある）。そのため、
インスタンス永続化コマンドプロセッサ１０４は、コマンド１１１をコマンドログ１０９
に記録する。ある実施形態においては、コマンドログ１０９への入力は、コマンドおよび
、コマンドクロック１０８からのタイムスタンプを含む。例えば、入力１３１は、コマン
ド１１１および時刻１２１を含む。
【００５１】
　方法３００は、永続化プロバイダが第１のコマンドをインスタンスストアにサブミット
する動作（動作３０３）を含む。例えば、インスタンスストアドライバ１０６が、コマン
ド１１１をインスタンスストア１０７にサブミットすることができる。
【００５２】
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　方法３００は、永続化プロバイダが第２のコマンドをアプリケーションホストに含まれ
る第２の実行スレッドから受け取る動作であって、第２のコマンドは、第２のコマンドに
より処理する第２のインスタンスを第２の実行スレッドに対してロックすることを要求す
るように構成される動作（動作３０４）を含む。例えば、インスタンス永続化コマンドプ
ロセッサ１０４が、コマンド１１２を実行スレッド１０２Ｂから受け取る。コマンド１１
２は、コマンド１１２により処理する第２のインスタンスを実行スレッド１０２Ｂに対し
てロックすることを要求するように構成される。
【００５３】
　方法３００は、永続化プロバイダが第２のコマンドをコマンドログに記録する動作（動
作３０５）を含む。例えば、コマンド１１２を受け取った際、インスタンス永続化コマン
ドプロセッサ１０４が、コマンド１１２がロック競合を引き起こす可能性がないと確信を
持って判定するには十分な情報を有していない場合がある。例えば、インスタンス永続化
コマンドプロセッサ１０４は、コマンド１１２のエイリアスがロックの取得がすでに要求
されているインスタンスを指すかどうか判定するための情報を欠いている場合がある。そ
のため、インスタンス永続化コマンドプロセッサ１０４は、コマンド１１２および時刻１
２２（時刻１２１より後の時刻）を含む入力１３２を、コマンドログ１０９に記録する。
【００５４】
　方法３００は、永続化プロバイダが第２のコマンドをインスタンスストアにサブミット
する動作（動作３０６）を含む。例えば、インスタンスストアドライバ１０６が、コマン
ド１１２をインスタンスストア１０７にサブミットすることができる。
【００５５】
　方法３００は、永続化プロバイダが第２のコマンドに対するロック応答をインスタンス
ストアから受け取る動作であって、ロック応答は、アプリケーションホストが第２のイン
スタンスに対するロックの保持者であることを示し、ロック応答は、第１のコマンドをサ
ブミットした後、かつ第１のコマンドが完了する前に受け取られる動作（動作３０７）を
含む。例えば、インスタンスストアドライバ１０６は、ロック応答１１４をインスタンス
ストア１０７から受け取ることができる。ロック応答１１４は、アプリケーションホスト
１０１がインスタンス１０８Ａに対するロックの保持者であることを示すことができる。
ロック応答１１４を、コマンド１１１をサブミットした後、かつコマンド１１１を完了す
る前に（例えば、インスタンスストアドライバ１０６は、ロック応答１１３をまだ受け取
っていないかもしれない）受け取ることができる。
【００５６】
　方法３００は、永続化プロバイダがコマンドログを参照し、第１のコマンドの現在の解
決が、（ａ）第１のコマンドが第１のインスタンスに対するロックを取得したかどうか、
ならびに（ｂ）第１のインスタンスおよび第２のインスタンスが同一のインスタンスであ
るかどうかを判定するには、十分な情報を提供していないと判定する動作であって、十分
な情報ではないために、第２のコマンドが要求したロックがそれ以前に第１のコマンドに
よって取得されたロックであったかどうかに関して、曖昧となる動作（動作３０８）を含
む。例えば、永続化プロバイダ１０３が、コマンド１１１がロックを取得したかどうか、
および／またはコマンド１１１及び１１２が同一のインスタンスを指しているかどうかを
判定するには十分な情報を有していない場合がある。十分な情報ではないために、コマン
ド１１２が要求したロックがそれ以前にコマンド１１１によって取得されたかどうかに関
して、曖昧となる。
【００５７】
　永続化プロバイダは、コマンドが明らかにインスタンス１０８Ａではないインスタンス
のみを指していることにより、ロック競合を引き起こす可能性はないと判定できるコマン
ドログ内のコマンドを、除外することができる。例えば、インスタンス永続化コマンドプ
ロセッサ１０４は、コマンドログ１０９内のコマンドが、インスタンス１０８Ａに対する
エイリアスの何れでもないとわかる未解決のインスタンスのエイリアスを有していると判
定することができる。
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【００５８】
　方法３００は、永続化プロバイダが、第１のコマンドのさらなる解決に到達するまで、
第２のコマンドの処理を中断する動作であって、さらなる解決により、少なくとも、１つ
または複数の条件が満たされていることに関する追加情報が提供される動作（動作３０９
）を含む。例えば、永続化プロバイダ１０３は、コマンド１１１のさらなる解決に到達す
るまで、コマンド１１２の処理を中断することができる。コマンド１１１のさらなる解決
により、条件１３３が満たされていることに関する情報が提供されることが可能である。
例えば、コマンド１１１が未解決のインスタンスのエイリアスに対するロックを要求する
場合、永続化プロバイダ１０３は、インスタンスのエイリアスがある特定のインスタンス
に対して解決されるまで、コマンド１１２の処理を中断することができる。さらに、永続
化プロバイダ１０３は、コマンド１１１がインスタンス１０８Ａに対するロックを取得し
たこと（および従って、コマンド１１１のいずれのエイリアスもインスタンス１０８Ａを
指すものであったこと）を示すロック応答１１３を受け取るかもしれない。
【００５９】
　方法３００は、永続化プロバイダが、第１のコマンドの解決に関する追加情報に基づき
、第２のコマンドに関してどのように進めるかを判定する動作を含む（動作３１０）。あ
る実施形態においては、永続化プロバイダが、追加情報に基づき、第１のコマンドは第２
のコマンドが要求したロックを取得したと判定する。例えば、インスタンス永続化コマン
ドプロセッサ１０４は、コマンド１１１はインスタンス１０８Ａに対するロックを取得し
たと判定することができる。インスタンス永続化コマンドプロセッサ１０４はまた、コマ
ンド１１２もまたインスタンス１０８Ａのロックを要求したので（しかしインスタンス１
０８Ａのロックがすでにコマンド１１１によって取得された後に）、コマンド１１２はロ
ック応答１１４を受け取ったと判定することができる。必要に応じて、インスタンス永続
化コマンドプロセッサ１０４は、コマンドログ１０９を参照し、コマンド１１１をコマン
ド１１２より前に受け取ったと判定することができる。これらの実施形態においては、永
続化プロバイダは、第１のコマンドがロックを取得したという判定に応じて、第２のコマ
ンドを失敗とする。例えば、永続化プロバイダ１０３が、コマンド１１１がインスタンス
１０８Ａに対するロックを取得したという判定に応じて、コマンド１１２を失敗とするこ
とができる。
【００６０】
　他の実施形態においては、永続化プロバイダは、追加情報に基づき、第１のコマンドは
第２のコマンドが要求したロックを取得しなかったと判定する。例えば、インスタンス永
続化コマンドプロセッサ１０４は、コマンド１１１はインスタンス１０８Ａに対するロッ
クを取得しなかったと判定することができる。これらの他の実施形態においては、アプリ
ケーションホストに、第２のコマンドに対して受け取ったロック応答が示すロックを無効
にすることを試みるよう指示することができる。例えば、アプリケーションホスト１０１
に、コマンド１１２に対するロック応答１１４に示されたロックを無効にすることを試み
るよう指示することができる。
【００６１】
　ロックを無効にする１つの理由は、ロックが誤ったロックであると判定される場合があ
るためである。例えば、残されたロックが、アプリケーションホストによって忘れさられ
た、以前の計算から残されたものである場合がある。したがって、第２のコマンドをイン
スタンスストアが受け取った時点で、そのロックは存在したが、アプリケーションホスト
は第２のコマンドの応答を受け取った際、そのロックの記録を有していない。第２のコマ
ンドと競合する可能性のあるそれ以前に発行したコマンドの全てが、そのロックを取得し
ていなかったことがわかった場合、誤ったロックが検出される可能性がある。
【００６２】
　あるいは、永続化プロバイダ１０３は、アプリケーションホスト１０１に、すでにコマ
ンド１１１に対してロックされているインスタンス１０８Ａのコピーを用いるよう指示す
ることができる。
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【００６３】
　本発明の実施形態はまた、さらなるコマンドを含むロック競合の解決を含む。例えば、
永続化プロバイダは、第３のコマンドを、アプリケーションホストに含まれる第３の実行
スレッドから受け取ることができる。第３のコマンドは、１つまたは複数の条件を満たす
場合、第３のインスタンスに対するロックの取得を要求するように構成可能である。永続
化プロバイダは、第３のコマンドをコマンドログに記録することができる。
【００６４】
　永続化プロバイダは、第３のコマンドをインスタンスストアにサブミットする。永続化
プロバイダは、コマンドログを参照し、第３のコマンドの現在の解決が、（ａ）第３のコ
マンドが第３のインスタンスに対するロックを取得したかどうか、ならびに（ｂ）第３の
インスタンスおよび第２のインスタンスが同一のインスタンスであるかどうかを判定する
には、十分な情報を提供していないと判定する。十分な情報ではないために、第２のコマ
ンド（例えば、コマンド１１２）が要求したロックが第３のコマンドによってそれ以前に
取得されたロックであったかどうかに関して、曖昧となる。
【００６５】
　永続化プロバイダは、第３のコマンドのさらなる解決に到達するまで、第２のコマンド
の処理を中断する。さらなる解決により、少なくとも、１つまたは複数の条件を満たして
いることに関する追加情報を提供する。永続化プロバイダは、第３のコマンドの解決に関
する追加情報に基づき、第２のコマンドに関してどのように進めるかを判定する。
【００６６】
　図２は、ロック競合の解決を促進するコンピュータアーキテクチャ２００の例を示す。
図２を参照すると、コンピュータアーキテクチャ２００は、アプリケーションホスト２０
１、永続化プロバイダ２０３、およびインスタンスストア２０７を含む。コンピュータア
ーキテクチャ１００と同様に、図示したコンピュータシステムのそれぞれは、例えば、Ｌ
ＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）、およびインターネットといったネットワークを介して互いに接続されている
（または、ネットワークの一部である）。従って、図示したコンピュータシステムのそれ
ぞれ、ならびに他の任意の接続されたシステムおよびそのコンポーネントは、メッセージ
関連データを作成し、メッセージ関連データ（例えば、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏ
ｔｏｃａｌ）データグラム、および、ＩＰデータグラムを利用する、ＴＣＰ（Ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ
　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＳＭＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等といった他のより高層のプロトコル）を、ネットワー
クを介して交換することができる。
【００６７】
　図２において、図１と同様にラベル付けされたコンポーネントは、同様の機能を含む。
例えば、アプリケーションホスト２０１は、実行スレッド２０２Ａ、および２０２Ｂを含
む複数の実行スレッドを備える。一般に、実行スレッドは、インスタンスストア２０７内
のインスタンスと相互作用するためのコマンド（例えば、永続化コマンド）を発行するよ
うに構成される。アプリケーションホスト２０１は、例えばプログラムまたは管理ツール
といったエンティティとすることができ、実行スレッドは、インスタンスストア２０７に
格納されたインスタンスを操作するアプリケーションホスト２０１内のモジュールとする
ことができる。
【００６８】
　インスタンスストア２０７は、例えばインスタンス２０８といったインスタンスに、永
続性ストレージを提供する。インスタンスストア２０７は、インスタンスと相互作用する
ためのコマンド（例えば、永続化コマンド）を受け取り、処理するように構成される。イ
ンスタンスストア２０７は、永続化コマンドに応じて、アプリケーションの状態を永続化
する、ならびに要求しているエンティティ（例えば、実行スレッド）に永続化状態を戻す
ことができる。
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【００６９】
　一般に、永続化プロバイダ２０３は、実行スレッドから受け取った永続化コマンドを、
インスタンスストア２０７に適合するコマンドに翻訳するように構成される。例えば、永
続化プロバイダ２０３は、実行スレッド２０２Ａまたは２０２Ｂからの永続化コマンドを
、インスタンスストア２０７に適合する永続化コマンドに翻訳することができる。
【００７０】
　図示したように、永続化プロバイダ２０３は、インスタンス永続化コマンドプロセッサ
２０４、インスタンスストアドライバ２０６、およびコマンドログ２０９を含む。インス
タンス永続化コマンドプロセッサ２０４は、アプリケーションホスト２０１とインスタン
スストア２０７との間の契約を定義する。そのため、インスタンス永続化コマンドプロセ
ッサ２０４は、アプリケーションホスト２０１がインスタンスストア２０７を修正または
検査するコマンドを与えることを可能にする、アプリケーションホスト２０１とインスタ
ンスストア２０７との間のインタフェースである。例えば、ＳＱＬサーバを用いて実装さ
れたインスタンス永続化コマンドプロセッサ２０４およびインスタンスストア２０７の組
み合わせは、ＳＱＬ永続化プロバイダと呼ばれ得る。永続化プロバイダは、インスタンス
永続化コマンドプロセッサ２０４によって定義された１組の許容できる状態修正を用いた
ホストのコマンドに従って、インスタンスストアの状態を修正する。
【００７１】
　永続化プロバイダ１０３における機能と同様に、コマンドには、一部をコマンドログ２
０９に記録するものもあるが、全てを記録するわけではないかもしれない。コマンドをコ
マンドログ２０９に記録するかどうかを判定する場合、永続化プロバイダ２０３は、ロッ
ク競合を引き起こす可能性のあるコマンドとロック競合を引き起こす可能性のないコマン
ドを見分けることができる。ロック競合を引き起こす可能性のあるコマンドは、コマンド
ログ２０９に記録される。一方、ロック競合を引き起こす可能性のないコマンドは、記録
せずに実行させることができる。インスタンス永続化コマンドプロセッサ２０４は、コマ
ンドプロセッサ１０４がコマンドをコマンドログ１０９に記録することに関して判定を下
す方法と同様に、これらの判定を下すことができる。
【００７２】
　一般に、インスタンスストアドライバ２０６は、インスタンスストア２０７に適合する
通信に必要な場合、コマンドを分解するように構成される。例えば、アプリケーションホ
ストのコマンドセットが、インスタンスストアのコマンドセットのある特定のコマンドを
欠いている場合がある。しかしながら、インスタンスストアのコマンドセットの２つ以上
のコマンドの組み合わせを用いて、アプリケーションホストのコマンドセットのコマンド
を実現することができるかもしれない。従って、永続化プロバイダ２０３は、受け取った
永続化コマンドがインスタンスストアのコマンドセットに含まれていないことを検出した
場合、インスタンスストアドライバ２０６を参照して、そのコマンドを他の適合するコマ
ンドに分解することができる。
【００７３】
　図示したように、インスタンスストア２０７は、インスタンスクロック２８１を含む。
インスタンスクロック２８１は、インスタンスストア２０７に格納されたインスタンスに
対するバージョンを保持するように構成される。インスタンスクロック２８１は、バージ
ョンをいつ更新すべきかを定義するバージョン更新規則に従って、バージョンを保持する
ことができる。例えば、バージョン更新規則は、排他的なロックがインスタンスにかかっ
た場合、排他的なロックがインスタンスに対して解除される都度、インスタンスに関連す
る永続化状態が修正された場合等に、インスタンスのバージョンを更新する（増やす）べ
きと、指示することができる。インスタンスのバージョンを保持するステップには、バー
ジョンが更新されるべき時、カウンタを増やすステップを含むことができる。例えば、現
在はバージョン３であるインスタンスからのデータを修正すると、インスタンスをバージ
ョン４に増やすことができる。永続化プロバイダ２０３は、ロック競合を解決する際、イ
ンスタンスのバージョンを用いることができる。
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【００７４】
　時々、実行スレッド２０２Ａ、２０２Ｂ等は、コマンドを永続化プロバイダ２０３にサ
ブミットすることができる。これもまた図示するように、他のコマンド／結果２１７を、
インスタンスストア２０７および他のアプリケーションホスト間で（おそらく、他の中間
永続化プロバイダを介して）伝達し合うことができる。従って、アプリケーションホスト
２０１ならびに他のアプリケーションホストが、インスタンスストア２０７と相互作用す
ることができ、インスタンスのバージョンを変更させる可能性がある。例えば、（アプリ
ケーションホスト２０１および／または他のアプリケーションホストから）受け取ったコ
マンドに応じて、インスタンス２０８は、バージョン２６１（より初期のバーション）か
らバージョン２６３（より最近のバージョン）に遷移することができる。
【００７５】
　図４は、２つ以上の実行スレッド間のロック競合を解決する方法４００の例の流れ図を
示す。方法４００を、コンピュータアーキテクチャ２００のコンポートネントおよびデー
タに関して説明する。
【００７６】
　方法４００は、永続化プロバイダが第１のコマンドをアプリケーションホストに含まれ
る第１の実行スレッドから受け取る動作であって、第１のコマンドは、第１のインスタン
スに対するロックの取得を要求するように構成される動作（動作４０１）を含む。例えば
、インスタンス永続化コマンドプロセッサ２０４が、コマンド２１１を実行スレッド２０
２Ａから受け取ることができる。コマンド２１１を、インスタンス２０８に対するロック
の取得を要求するように構成することができる。
【００７７】
　方法４００は、永続化プロバイダが第１のコマンドをインスタンスストアにサブミット
する動作（動作４０２）を含む。例えば、インスタンスストアドライバ２０６が、コマン
ド２１１をインスタンスストア２０７にサブミットすることができる。
【００７８】
　方法４００は、永続化プロバイダが第１のコマンドに対するロック応答をインスタンス
ストアから受け取る動作であって、ロック応答は、アプリケーションホストが第１のイン
スタンスに対するロックを取得したことを示し、第１のインスタンスに対するロックは、
第１のインスタンスバージョンに対するものである動作（動作４０３）を含む。例えば、
インスタンスストアドライバ２０６は、ロック応答２１３をインスタンスストア２０７か
ら受け取ることができる。ロック応答２１３は、コマンド２１１がインスタンス２０８の
バージョン２６１をロックしたことを示す。インスタンス永続化プロバイダ２０４は、入
力２３１をコマンドログ２０９に記録することができる。図示するように、入力２３１は
、コマンド２１１をロック応答２１３に関連付ける。
【００７９】
　方法４００は、永続化プロバイダが第２のコマンドをアプリケーションホストに含まれ
る第２の実行スレッドから受け取る動作であって、第２のコマンドは、第２のコマンドに
より処理する第２のインスタンスが第２の実行スレッドに対してロックされることを要求
するように構成される動作（動作４０４）を含む。例えば、インスタンス永続化コマンド
プロセッサ２０４は、コマンド２１２を実行スレッド２０２Ｂから受け取ることができる
。コマンド２１２を、インスタンス２０８に対するロックの取得を要求するように構成す
ることができる。
【００８０】
　方法４００は、永続化プロバイダが第２のコマンドをインスタンスストアにサブミット
する動作（動作４０５）を含む。例えば、インスタンスストアドライバ２０６は、コマン
ド２１２をインスタンスストア２０７にサブミットすることができる。
【００８１】
　方法４００は、永続化プロバイダが第２のコマンドに対するロック応答をインスタンス
ストアから受け取る動作であって、ロック応答は、アプリケーションホストが第２のイン
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スタンスに対するロックを取得したことを示し、第２のインスタンスに対するロックは、
第２のインスタンスバージョンに対するものである動作（動作４０６）を含む。例えば、
インスタンスストアドライバ２０６は、ロック応答２１４をインスタンスストア２０７か
ら受け取ることができる。ロック応答２１４は、コマンド２１２がインスタンス２０８の
バージョン２６３をロックしたことを示す。
【００８２】
　前述のように、他のアプリケーションホストは、（他のコマンド／結果２１７で示すよ
うに）インスタンスストア２０７と相互作用することができる。従って、コマンド２１１
および２１２を、インスタンスストア２０７で受け取った（他のアプリケーションホスト
からの）他のコマンドに組み入れることができる。様々な要因の内の何れかによって、イ
ンスタンスストア２０７は、アプリケーションホストが以前に取得したロックを解除する
可能性がある。例えば、通信の失敗により、インスタンスストア２０７は、もはや自らが
実行スレッド２０２Ａ（および／または永続化プロバイダ２０３）と通信していないと検
出する可能性がある。結果として、インスタンスストア２０７は、実行スレッド２０２Ａ
が以前取得したロックを解除する可能性がある。しかしながら、これもまた通信の失敗の
結果として、アプリケーションホスト２０１および／または永続化プロバイダ２０３には
、インスタンスストア２０７がロックを解除したことがわからない場合もある。従って、
例えば、実行スレッド２０２Ａは、ロックが実際にはインスタンスストア２０７において
既に解除されているにもかかわらず、ロック応答２１３に示されたロックをあたかも取得
しているかのように継続する可能性がある。
【００８３】
　ロックを解除した後に、別のアプリケーションホストが同一のインスタンスに対するロ
ックを取得し、バージョンを更新させる可能性がある。例えば、他のコマンド／結果２１
７におけるコマンドを介して、インスタンス２０８は、バージョン２６１（より初期のバ
ージョン）からバージョン２６３（より最近のバージョン）に更新される可能性がある。
さらに、実行スレッド２０２Ａがロック応答２１３に基づき継続しているが、実際にはイ
ンスタンス２０８に対してロックを有していない間に、この事態は起こる可能性がある。
【００８４】
　方法４００は、永続化プロバイダが第１のインスタンスおよび第２のインスタンスは同
一のインスタンスであると判定する動作（動作４０７）を含む。例えば、インスタンス永
続化コマンドプロセッサ２０４は、ロック応答２１３および２１４は両方ともインスタン
ス２０８に対するロックの取得を要求したものであると判定することができる。
【００８５】
　方法４００は、永続化プロバイダが、第２のインスタンスバージョンは第１のインスタ
ンスバージョンより新しいインスタンスバージョンであると判定する動作（動作４０８）
を含む。例えば、インスタンス永続化プロバイダ２０４は、バージョン２６１およびバー
ジョン２６３を比較することができる。その比較から、インスタンス永続化コマンドプロ
セッサ２０４は、インスタンス２０８のバージョン２６３がインスタンス２０８のバージ
ョン２６１より新しく、従ってバージョン２６１が旧式ものであると判定することができ
る。
【００８６】
　方法４００は、第１のコマンドが旧式のインスタンスバージョンに対するロックを保持
しているという判定に応じて、永続化プロバイダが第１のコマンドを失敗とする動作（動
作４０９）を含む。例えば、インスタンス永続化コマンドプロセッサ２０４は、コマンド
２１１がバージョン２６１に対するロックを保持しているという判定に応じて、コマンド
２１１を失敗とすることができる。
【００８７】
　コマンドを失敗とするステップは、そのコマンドが成功裏に完了したことを以前に示し
た場合に、実行スレッドまたはアプリケーションホストに通知するステップを含むことが
できる。例えば、ロック競合を検出する前に、インスタンス永続化コマンドプロセッサ２
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０４は、コマンド２１１が正常に完了したことを実行スレッド２０２Ａに示すことができ
る。ロック競合を検出した後で、インスタンス永続化コマンドプロセッサ２０４は、コマ
ンド２１１が失敗となったことを実行スレッド２０２Ａまたはアプリケーションホスト２
０１に示すことができる。実行スレッド２０２Ａまたはアプリケーションホスト２０１は
、コマンド２１１が失敗となったという通知に基づき、修正動作を行うことができる（例
えば、実行スレッド２０２Ａがインスタンス２０８に対して実施している計算を停止する
ことによって）。
【００８８】
　上述のように、アプリケーションホストは、例えば、ロックを誤りであると判定する場
合、ロックを無効にしようと試みることができる。ロックを無効にするステップは、ロッ
クの取得の試みを繰り返すステップ、既存のロックをロック競合によって示された特定の
ロックのバージョンと共にアプリケーションホストが保持している場合、その既存のロッ
クを潜在的に無視するステップを含むことができる。ロックは、第２のコマンドをインス
タンスストアが受け取った後に解除することができるので、その後別のアプリケーション
ホスト、または同一のアプリケーションでさえ、ロック競合の解決中にそのインスタンス
をロックしていることがあり得る。従って、ロックのバージョニングは、ロックの取得を
試みている間に、第２のロック競合におけるロックが以前に第１のロック競合中に示され
たロックとは異なることを検出する機構を提供する。
【００８９】
　そのため、第２のロック競合は、（方法３００及び４００に関して説明したように）何
れかのタイプのロック競合であり得る。さらにいずれかのタイプのロック競合が、第１の
ロック競合について知らずに、取り扱われる可能性がある。従って、連続的な試みは独立
している。例えば、第２のコマンドを再試行する前に、そのインスタンスを再びロックし
た新しいコマンドへの応答を受け取ることさえあり得る。従って、新しいバージョンにお
けるロックがすでに受け取られ、ロックの取得は、インスタンスストアに戻る必要なく失
敗とすべきと判定される可能性がある。
【００９０】
　本発明の実施形態はまた、方法３００及び４００において説明したものと同様の技術を
同時に実装することによって、３つ以上のコマンド間のロック競合を解決するステップを
含む。例えば、３つのコマンド間のロック競合を、ロックのバージョンの組み合わせを用
いて、いつコマンドを受け取ったかを判定して、解決することができる。
【００９１】
　従って、本発明の実施形態は、各永続化状態格納場所に対して、状態永続化システムに
よって保持された論理ロッククロックを採用することができる。ロック時間を、インスタ
ンス永続化コマンドプロセッサによって実施されるブックキーピングに組み込んで、イン
スタンスが以前の論理時間にアプリケーションホストによってロックされている場合と、
インスタンスがアプリケーションホストによって異なる名前で同時にロックされている場
合を区別することができる。インスタンス永続化コマンドプロセッサはさらに、発行され
たコマンドのどれがロックをかける可能性があるかを判定するために内観するとともに、
アプリケーションホストが状態永続化システムに発行したコマンドに対して論理コマンド
クロックを保持することができる。次いで、インスタンス永続化コマンドプロセッサは、
ロック競合する可能性のあるコマンドの影響が明らかになるまでコマンドの実行を中断し
、ロック時間を調べて永続化状態格納場所の複数のコピーの中から見分けることによって
、競合を解決することができる。
【００９２】
　例えば、本発明の実施形態を用いて、並行して行われた要求を再順序付けすることによ
って引き起こされたロック競合を解決することができる。インスタンス永続化コマンドプ
ロセッサは、第１の実行スレッドから、インスタンスへ配信するための第１のアプリケー
ションメッセージを受け取ることができる。しかしながら、第１のアプリケーションメッ
セージの内容によっては、宛先のインスタンスが明確でない場合がある。例えば、第１の
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アプリケーションメッセージが、インスタンスそれ自体に対する固有の識別子ではなく、
インスタンスのデータの一部であるビジネス情報（注文番号等）を含んでいる場合がある
。アプリケーションホストでさえ、第１のアプリケーションメッセージを正しい宛先のイ
ンスタンスへと解決できない場合がある。例えば、固有のインスタンス識別子を求めて第
１のアプリケーションメッセージを調べ、またメッセージ内のビジネス情報に対応するデ
ータを求めて以前にロードされたインスタンスを探しても、アプリケーションホストが適
切なインスタンスを見つけられない場合がある。インスタンスストアは、メッセージ内の
情報をあるインスタンスのデータと相関させることによって、第１のアプリケーションメ
ッセージをある特定のインスタンスへと解決することができる場合がある。従って、アプ
リケーションホストは、インスタンスストアに適切なインスタンスをロードするように（
または、適切なインスタンスがまだ存在しない場合には新しいインスタンスを作成するよ
うに）依頼する場合がある。
【００９３】
　原則的に同時に、アプリケーションホストが、第２のアプリケーションメッセージを、
第２の並行実行スレッドにおいて受け取る。第２のアプリケーションメッセージも同様に
、宛先のインスタンスを一意的に特定していない場合がある。さらに、第２のアプリケー
ションメッセージが異なるビジネス情報を含んでいる場合がある。例えば、第２のアプリ
ケーションメッセージは、注文番号を含むのではなく、顧客の配送先を含んでいる場合が
ある。従って、２つのアプリケーションメッセージは、同じ宛先のインスタンスを指すこ
とがあるが、アプリケーションホストはこの関係性を検出することができない場合がある
。そのため、第２の実行スレッドは、続いて、インスタンスストアに適切なインスタンス
をロードするように（または、適切なインスタンスがまだ存在しない場合には新しいイン
スタンスを作成するように）依頼する。
【００９４】
　再順序付けのため、第２の実行スレッドへの応答は、アプリケーションホストがすでに
関連インスタンスをロックしているというものである可能性がある。しかしながら、アプ
リケーションホストは、さらにロックの通知を受け取る必要があるかもしれない。したが
って、インスタンス永続化コマンドプロセッサがコマンドログを参照し、競合を解決する
ことができる。
【００９５】
　他の連続する事象もインスタンスストアによる同様の応答へつながる場合がある。例え
ば、アプリケーションホストは、実行スレッドをすでに停止しているか、以前にクラッシ
ュしたことがあるため、インスタンスをロックしたという自らの記録を失っているものの
、インスタンスストアは、アプリケーションホストがコピーを有しているといまだ認識し
ている場合がある。同様の競合が、アプリケーションホストが１つの実行スレッドにおい
てインスタンスを保存およびアンロードする一方で、別の実行スレッドが同時に同一のイ
ンスタンスをロードする場合に、発生する可能性がある。ロック競合を解決するには、ア
プリケーションホストおよびインスタンスストアの状態を常に調整するために、これらの
様々な場合を見分けなければならない。本発明の実施形態を用いて、これら、ならびに他
のさらなる連続する事象から起こるロック競合を解決することができる。
【００９６】
　本発明の実施形態にはまた、１つまたは複数の永続化プロバイダを有するコンピュータ
アーキテクチャを含む。各永続化プロバイダは、複数のアプリケーションホストを設け、
そのそれぞれが１つまたは複数の実行スレッドを備え、インスタンスストアに格納された
インスタンスにアクセスする。これらの実施形態においては、各インスタンス永続化プロ
バイダはコマンドクロックを含むことができ、インスタンスストアはインスタンスクロッ
クを含むことができる。コマンドクロックから、およびインスタンスクロックから得られ
る情報を用いて、時間的な順序付けおよびバージョニングの両方に基づき、アプリケーシ
ョンホスト間のロック競合を解決することができる。従って、本発明の実施形態は、コマ
ンドが異なる時刻に受け取られ、インスタンスの異なるバージョンを指す場合の、複数の
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アプリケーションホスト間のロック競合を解決することができる。
【００９７】
　本発明を、本発明の趣旨または本質的特徴から逸脱することなく、他の特定の形式で具
現化することができる。説明した実施形態は、あらゆる点で、単に例示であって制限する
ものではないとみなされるべきである。従って、本発明の範囲は、前述の説明によってで
はなく、添付請求項によって示すものである。請求項と同等の意味および範囲内にあるあ
らゆる変更は、請求項の範囲内に包含すべきものである。

【図１】 【図２】
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